
 
 

 

福井県眼鏡製造業最低工賃改正のお知らせ  
 

  効力発生の日  令和８年４月５日  
    

 １  適用される家内労働者、委託者の範囲 
   福井県内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託す
る委託者 

 ２  最低工賃額   
 （１）ねじ込み（仮ねじによるものを除く）の工程   

規 格 部 位 材 質 金 額 

座金の組込み作業を 

含むもの 

丁番 
金枠 

１か所につき ６円５０銭 

丁番を除く １か所につき ５円５０銭 

座金の組込み作業を 

含まないもの 
 

チタン １か所につき ３円５０銭 

金枠
（チタンを除く） 

１か所につき ３円５０銭 
 

  （２）ろう付けの工程 
規 格 材 質     金 額 

銀ろう貼り チタン １か所につき ２円００銭 

銀ろう貼り以外 
のもの 

チタン １か所につき ２５円００銭 

金枠（チタンを除く） １か所につき ２０円００銭 

  
 （３）粗磨き（自動機械によるものを除く）の工程 

部 位 材 質 金 額 

テンプル チタン １本につき １４円００銭 

 
 
    最低工賃制度とは？  
   最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、 

  委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者 

  に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わな 

  ければならないとする制度です。 
 
   
 
   
    

福井労働局 賃金室 ☎０７７６（２２）２６９１ 
  又は 

   福井労働基準監督署   敦賀労働基準監督署   武生労働基準監督署   大野労働基準監督署 
   ☎０７７６(５４)６１６７   ☎０７７０(２２)０７４５   ☎０７７８(２３)１４４０     ☎０７７９(６６)３８３８ 

お問い合わせは 

  

金枠（かなわく）の図 

よろい智（ち）の図 


